
議案第５号  

 

 

   西脇市行政手続における特定の個人を識別するための番  

   号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関す  

   る条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 西脇市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。  

 

 

令和５年２月 24日  

 

 

西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づき、就学援助費及び特別支援教育就学奨励費に係る事務

における個人番号の利用に関する事項を定める必要があるため。  
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（
平

成
2
7
年

西
脇

市
条

例
第

3
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る
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を
同

表
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正

後
の

欄
に

掲
げ
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よ
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 （
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

 
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
25
年
法
律
第
27
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
９
条
第
２
項
に

 
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
法
第
19
条
第
11
号
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
し
、

 
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
特
定
個
人
情
報
の
提
供
）
 

第
５
条
 
法
第
19
条
第
11
号
の
条
例
で
定
め
る
特
定
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
は
、
別
表
第
３
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
機
関
が
、
同
表
の
第
３
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
対
し
、

同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
同
表
の
第
４
欄
に
掲
げ
る
特
定

個
人
情
報
の
提
供
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
同
表
の
第
３
欄
に
掲
げ
る
機
関
が
当
該
特
定

個
人
情
報
を
提
供
す
る
と
き
と
す
る
。
 

 
（
書
面
の
提
出
義
務
の
免
除
）
 

第
６
条
 
第
４
条
第
２
項
本
文
若
し
く
は
第
３
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
特
定
個
人
情
報
を
利
用

し
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
提
供
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
他
の
条
例
、
規
則
そ

の
他
の
規
程
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
個
人
情
報
と
同
一
の
内
容
の
情
報
を
含
む
書
面
の
提

出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

 
（
委
任
）
 

第
７
条
 
（
略
）
 

 別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）
 

執
行
機
関
 

事
務
 

１
 
市
長
 

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
日
常
生
活
用
具
給
付
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

（
略
）
 

５
 
教
育
委
員
会
 

教
育
基
本
法
（
平
成
18
年
法
律
第

12
0号

）
及
び
学
校
教
育
法
（
昭
和
22

年
法
律
第
26
号
）
に
よ
る
就
学
援
助
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
（
法
別
表

第
１
の
27
の
項
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で

あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

６
 
教
育
委
員
会
 

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
28
年
政
令
第
 3
40
号
）
第
22
条
の
３
に
規
定

 
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
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た
め
の
番
号
の
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用
 

 
等
に
関
す
る
法
律
（
平
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25
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第
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号
。
以
下
「
法
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と
い
う
。
）
第
９
条
第
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項
に
 

 
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  （
新
設
）
 

    
（
書
面
の
提
出
義
務
の
免
除
）
 

第
５
条
 
前
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
個
人
情
報
を
利
用
し
た
場
合
に
お
い
 

て
、
他
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
個
人
情
報
と
同
一
の
内
容
 

の
情
報
を
含
む
書
面
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
提
出
が
あ
っ
 

た
も
の
と
み
な
す
。
 

 
（
委
任
）
 

第
６
条
 
（
略
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 別
表
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（
第
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関
係
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市
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病
児
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日
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に
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す
る
事
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で
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も
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設
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障
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度
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し
く
は
生
徒
の
保
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税
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地
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又
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（
新
設
）
 

 別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）
 

執
行
機
関
 

事
務
 

特
定
個
人
情
報
 

（
略
）
 

９
 
市
長
 

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
日
常
生

活
用
具
給
付
に
関
す
る
事
務
で
あ

っ
て
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則
で
定
め
る
も
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新
設
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こ

の
条

例
は

、
令

和
５

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 


